
◎群馬県告示第３１１号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定により、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令」という。）第１３条の２に規定する

土地の区域を次のとおり指定区域として指定した。

令和２年１１月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

指定番号 指定区域の所在地 埋立地の区分

７０ 伊勢崎市赤堀今井町二丁目１７９８番の一部、１７９９番の一部、１８００ 令第１３条の２
番、１８０１番の一部、１８０２番の一部、１８０３番の一部、１８０４番の 第１号に規定す
一部、１８０５番の一部、１８０６番の一部、１１６６番１０の一部、１１６ る埋立地の区域
６番１１の一部、１１６７番１０の一部、１１６７番１１の一部及び１１６７
番１２の一部


